
【ロッテ健康保険組合様】 マイナ保険証利用促進について
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マイナ保険証で受診するメリット

マイナ保険証利用促進について

健康保険証は本年12月2日（月）に廃止され、「マイナ保険証」に一本化されることになりました。
同日以降は健康保険証の新規交付・再交付は行うことができません。

現在加入者の方へ発行済みの健康保険証については、有効期限を明記していないため、経過措置期間
（1年間）後の2025年12月1日まで使用できますが、12月２日以降は使用できなくなります。今後は、
マイナンバーカードの保険証利用登録したマイナ保険証での受診が基本となります。マイナ保険証は
既に医療機関等で利用されておりますので、お早めに切り替えていただくことを推奨いたします。
※但し、マイナ保険証未取得の方には資格確認書を交付（後述）

健康保険証が 2024年12月2日（月）に廃止されます。
マイナ保険証をご登録・ご利用ください。

廃止

◆ マイナ保険証での受診が始まっています（健康保険組合連合会 公式動画） 
https://youtu.be/r5ckNYyxv3Y

関連リンク

使ってみよう！
　マイナ保険証

拡大する

http://www.lottekenpo.or.jp/member/info/files/myna01.pdf
https://youtu.be/r5ckNYyxv3Y
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STEP 1

マイナ保険証を利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、

以下の準備をお願いいたします。

◆ 被保険者＆医療機関WinWin（厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html

関連リンク

※患者負担は上記金額の2割または3割。

① 医療費を20円節約できる

② マイナポータルで医療費控除申請が簡単にできる
③ 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
④ 飲み合わせの悪いお薬の処方をチェックして防止
⑤ 事故や災害時でもお薬情報が連携されて安心

マイナンバーカードを申請する
■申請方法は選択可能です
　① オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
　② 郵便による申請
　③ まちなかの証明写真機からの申請

20円
40円

0円
0円

10円
30円

初診 再診 調剤
マイナ保険証利用

従来の保険証利用

拡大する

http://www.lottekenpo.or.jp/member/info/files/myna02.pdf
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※初めての利用時など、登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、
　念のためマイナンバーカードとあわせて健康保険証を携行してください。

◆ 利用について（地方公共団体情報システム機構）
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_mynumbercard_usage1/

関連リンク

STEP 2 マイナンバーカードを健康保険証として登録する
■利用登録の方法
　① 医療機関・薬局の受付（カードリーダー）で行う
　② 「マイナポータル」から行う
　③ セブン銀行ATMから行う

STEP 3 登録情報の確認後、マイナンバーカードを使ってみる
マイナポータルにログインして、ご自身の健康保険証情報が
システムに正しく登録されているか、ご確認をお願いいたします。

拡大する

http://www.lottekenpo.or.jp/member/info/files/myna03.pdf
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❶「資格情報のお知らせ」 の交付（10月予定）

今後のスケジュール
健康保険組合では、2024年12月2日からの保険証廃止に伴い、下記の対応を行います。

加入者が安心してマイナンバーカードを保険証として利用できるようにするため、健保組合が把握
している加入者情報を通知することで情報の正確性を担保します。
原則すべての被保険者等に対して事業主を通じて資格情報のお知らせ（個人番号下4桁を含む）を
送付します。（1回限り）
12月2日以降、新規加入者へも資格情報のお知らせを交付します。

❷「資格確認書のお知らせ」 の交付（11月予定）
今後、健康保険組合では加入者の方がマイナ保険証の利用登録状況をされたかどうか随時確認作
業を行っていきます。
11月時点でまだ個別にマイナ保険証を保有していない、以下 A～Cの方々などについては、申請に
よらず資格確認書を発行いたします。

現在加入者の方へ発行済みの健康保険証は、経過措置期間終了後、2025年12月1日までしか使用
できません。
12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方は、「健康保険証」と「資格確認書」の両方を提示
しないと保険診療は受けられなくなります。
上記の場合は本人が全額（10割）立替後、後日、療養費請求書を作成し事業主経由で健保組合への
請求が必要です。申請から精算までの手続きには一定期間を要します。

今後は医療機関からもマイナ保険証の提示を求められます。
マイナ保険証未取得の方は早めの作成をお願いいたします。

（A）マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証の利用登録を
　　　していない方
（B）マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方  
（C）電子証明書の更新を失念した方、マイナンバーカードを返納した方

ご注意ください!！
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補足情報

マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーに
かざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」
や「資格情報なし」と表示されることがあります。

また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。このような
場合には、当面マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者
等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、
申し立てた自己負担分（3割分等）で保険診療を受けることができます。

なお、医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、
以下のフロー図に沿った対応をお願いいたします。

医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない
（マイナ保険証が使用できない）ケースの対応

※一定期間経過後、マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いいたします。

マイナンバーカードの保険証
利用登録を行っていますか？

マイナンバーカードの保険証利用登録を
お願いいたします

マイナポータルで保険証利用登録をして
いるか確認してください

いいえ
（登録していない）

分からない 登録していない

マイナンバーカードまたはマイナンバーカード内の電子証明書の有効期間は、切れていませんか？

有効期間は切れていない 有効期間が切れている

就職した直後や扶養に入った
直後の受診ですか？

マイナンバーを事業所に
提出していますか？ 左記以外 お住いの市区町村へ

お問合せください

登録している

就職した直後や扶養の
情報が反映するまでに、
一定期間日数が必要と

なります（※）

はい
（受診している）

はい
（受診している）

ご加入の事業所へ
マイナンバーの
ご提出をお願い
いたします

いいえ
（受診していない）

いいえ
（提出していない）

ご加入の事業所担当者または健康保険組合へお問合せください

はい
(提出している・分からない）

はい
（登録している）

2024.06 ロッテ健康保険組合




